
令和8年度予算に係るまちづくり会議からの要望に係る回答一覧

地区

番号

個票

番号
地区名 申出人 件名 要望内容 対応の種類 回答内容 部名 課名 要望の種類

5 1 袖ケ浦東
袖ケ浦6丁目町

会

袖ケ浦東近隣公園の

木の找採、剪定

袖ケ浦東近隣公園内の袖ケ浦6丁目側・幕張西方面にある木の伐採、剪定を

お願いします。

(1)松の木が電線に枝がかかっており危険。通り道に松葉やまつぼっくりも多

く落ちる。また、木が曲がっていて邪魔であるので、伐採していただきた

い。

(2)けやきの木が大きくなりすぎている。また、けやきは種が多く飛んで、あ

ちこちに芽が出て大きくなってしまうので、6丁目の花壇管理のボランティ

アの方々が芽の駆除に手を焼いている。

(3)桜の木が大きくなり、枝が道路の方に伸びて、落ち葉や毛虫の被害で近隣

住宅が迷惑している。枝を選定してもらいたい。

今年度予算

に計上

令和8年度に剪定等をいたします。

(1)令和8年6月頃に支障となる樹木を伐採いたします。

(2)令和8年11月頃に剪定いたします。

(3)令和8年10月以降に剪定いたします。なお、桜の木の過度な剪定は、樹勢を衰えさせる恐れがある

ことから、車両通行等に支障となる枝を剪定いたします。

都市環境部 公園緑地課
公園・街路樹の維持管

理、改良等

5 2 袖ケ浦東
袖ケ浦6丁目町

会

なんじゃもんじゃ広

場内の通行路の補修

なんじゃもんじゃ広場をななめに横切って通路があるが、轍のような細い溝

のようになっている箇所があり、通行する際や子どもが遊ぶ際など、轍に

ひっかかって転倒する危険がある。盛り土や埋め戻しなどで平らにして、危

険のないよう対策をお願いします。

今年度予算

に計上
令和8年度に園路の轍等、凹凸な箇所を補修いたします。 都市環境部 公園緑地課

公園・街路樹の維持管

理、改良等

5 3 袖ケ浦東
袖ケ浦6丁目町

会

袖ケ浦東近隣公園の

ウォーキングロード

の全面補修

袖ケ浦東近隣公園のウォーキングロードがかなり劣化しています。特に袖ケ

浦6丁目側の通路は東日本大震災の被害で段差ができており、塗装面も劣化

してボコボコになっていたり割れています。また数年前に、あまりにひどい

ところはコンクリートで補修していただきましたが、ところどころの補修の

ため、従来の通路との間に溝が出来たり、歩きにくくなっていたりします。

ご高齢の方の健康維持のための散歩や、ジョギングの方、車いすの方や小さ

いお子さんの散歩など、多くの方が毎日使われるウォーキングコースですの

で、危険が無いよう、部分的な補修ではなく、全面的に修繕をお願いしま

す。

今年度以降

の予算で対

応・検討

袖ケ浦東近隣公園の園路につきましては、これまでも年次計画を立て補修工事を実施しており、令和8

年度以降につきましても、全面的な補修ではなく段差等が生じている箇所について、計画的に補修工事

を進めてまいります。

都市環境部 公園緑地課
公園・街路樹の維持管

理、改良等

5 4 袖ケ浦東
袖ケ浦6丁目町

会
防犯カメラの設置

昨今、町内での連続空き巣被害や車上荒らし、不法投棄、放置自転車等が相

次いでいる。各世帯での防犯カメラでは範囲に限界があり、個人では公共の

場所にカメラを設置することはできないため、市で公共の場への防犯カメラ

設置を進めてもらいたい。町内への出入りになる場所(京葉道路下大ガード、

小ガード、東近隣公園、幕張西境等)に防犯カメラの設置を希望します。

その他

市が設置する防犯カメラは、犯罪に対する抑止力を高め、迅速な事件事故の解決につなげるよう、警察

との協議のもと、必要であると判断された箇所に設置をしております。

本市では町会・自治会等を対象とした「防犯カメラ設置費補助金制度」や、民間企業による自治会館

等への防犯カメラの無料設置、見守り自販機の設置などがございますので、ご検討いただきますようご

理解のほどよろしくお願いいたします。

協働経済部

くらし安全

課(旧防犯安

全課)

自治活動、防犯に関す

る要望

5 5 袖ケ浦東
袖ケ浦6丁目町

会

自転車通行エリアの

色わけについて

この度、自転車の交通ルール改正に伴い罰則(青切符制度)が導入され、自転

車利用者への啓発とルール遵守の重要性が高まっていることを受け、市内の

道路において自転車走行エリアと歩行者通行エリアのカラー舗装による明確

な区分整備を要望いたします。とくに講習などに参加する機会のない市民に

とって、視覚的にルールを理解できる道路環境の整備は極めて効果的であ

り、事故防止やルール周知に直結すると考えます。つきましては、現在進行

中の「自転車交通環境整備計画」において、罰則制度との時期的な整合性を

図り、重点整備路線を中心に早急なカラー表示整備をご検討いただければ幸

いです。

昨年度予算

で対応

道路交通法においては、自転車は車両であることから、車道の左側を通行することとされております。

本市では自転車が安全に通行できるよう「習志野市自転車交通環境整備計画」を策定し、整備を進め

ていく方針としております。

現在は、ハミングロードにおいて自転車の通行位置と方向を示す青色の矢羽根型路面表示の整備を優

先的に行っているところでありますが、早期に整備効果を高めるため、令和７年度から施工方法の見

直しを行いました。

今後も順次取り組んでまいります。

都市環境部 道路管理課
道路の維持管理、改善

等

コンビニエンスストアと協議の上、ポイ捨て防止ステッカーを貼っていただくようになりました。

また、店舗も清掃を一日に数回実施しているとの確認をしております。

今後につきましては、市域全体の見回りを行っているなかで、今回のエリアも対象として、定期的に状

況を確認してまいります。

都市環境部
クリーン推

進課

5 7 袖ケ浦東
袖ケ浦4丁目町

会

第三中学校外周フェ

ンス・生垣及び土留

めの整備について

令和7年度まちづくり会議からの要望に係る回答一覧のうち、個票番号4に記

載の件名「第三中学校外周(東・北・西・南)フェンス及び生垣の整備につい

て」の要望につき、フェンスについては、「今後、再調査を実施し、土砂の

流出や安全面・防犯面から更新の必要性を検討してまいります。」との回答

をいただきました。この件につき、土留めの整備を含めての抜本的対策をす

すめ、速やかに解決されるよう要望します。

今年度以降

の予算で対

応・検討

学校敷地内の生垣を含む草木等の管理につきましては、近隣の皆様のご迷惑にならぬよう適宜対応して

まいります。学校周囲の樹木につきましては、令和8年3月に伐採・剪定等を行いました。

学校敷地からの土砂の流出や安全面・防犯面の観点から土留め板の設置又はフェンスの更新を検討して

まいります。

学校教育部 教育総務課
学校、幼稚園に関する

要望

5 下水、河川、ゴミ問題6

今年度以降

の予算で対

応・検討

袖ケ浦東

袖ケ浦4丁目17番のコンビニエンスストアの利用客と思われる人たちが、店

舗西側、北側道路上、袖ケ浦3号児童遊園内のベンチ周辺などに煙草の吸い

殻や缶ビールなどの空き缶類、菓子類、唐揚げ、カップ麺使用後容器等のご

みを捨てています。コンビニエンスストアへは、ポイ捨て等の防止に関する

啓発を図ると共に事業所周辺において清掃活動の充実に努めるよう要請して

袖ケ浦4丁目町

会

ポイ捨て防止につい

て
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地区

番号

個票

番号
地区名 申出人 件名 要望内容 対応の種類 回答内容 部名 課名 要望の種類

5 8 袖ケ浦東
袖ケ浦4丁目町

会

袖ケ浦4丁目全体の

側溝の清掃について

東日本大震災後に設置された市道U字側溝は、何年かに一度は内部の清掃を

実施するとの事だったと聞いていますが、設置整備以後一度も清掃されてい

ません。設置整備以後10年以上経過している昨今では、集中豪雨時などに

は、詰まって溢れてしまうのではないかと不安の声が住民から寄せられてい

ます。U字側溝の清掃は、いつ頃実施されるか回答してください。

今年度予算

に計上

令和7年9月に実施した通常パトロールにより要望箇所の側溝を職員による調査（側溝にあるグレーチ

ングから側溝内を確認する方法）を行ったところ、ほとんどの場所で水の流れを阻害し道路が冠水して

しまうほどの土砂等の堆積がないことを確認しております。

令和7年12月に再度現地を確認いたしましたが、流れに支障となるような堆積は確認されませんでし

た。

今後につきましては、必要に応じてパトロールを行い側溝の清掃を行ってまいります。

また、排水桝への落ち葉等の堆積を確認した場合は道路管理課までご連絡をいただけますようお願い

いたします。

都市環境部 道路管理課
道路の維持管理、改善

等

5 9 袖ケ浦東
袖ケ浦5丁目町

会

雨水側溝等の定期的

な清掃・確認の実施

直近2年継続要望していますが、「状況を注視し適宜実施する」との回答と

なっています。袖ケ浦7号緑地帯や袖ケ浦2号児童遊園、袖ケ浦東小学校周辺

に多くの枝や落ち葉が目立ち、かつグレーチングを覆っている状況が見られ

ます。また、近年の異常気象(ゲリラ豪雨等)による雨水排水の妨げにもなっ

ています。被害が出る前の「事前予防」が必要だと考えられます。そのため

に「定期的な清掃・確認」を実施していただくよう要望します。

今年度予算

に計上

令和7年9月に要望箇所の側溝を職員による調査（側溝にあるグレーチングから側溝内を確認する方

法）を行ったところ、ほとんどの場所で水の流れを阻害し道路が冠水してしまうほどの土砂等の堆積が

ないことを確認しております。

今後につきましては、必要に応じてパトロールを行い側溝の清掃を行ってまいります。

また、排水桝への落ち葉等の堆積を確認した場合は道路管理課までご連絡をいただけますようお願い

いたします。

都市環境部 道路管理課
道路の維持管理、改善

等

5 10 袖ケ浦東
袖ケ浦5丁目町

会

京葉道路ガード十字

路の単独型カーブミ

ラーの設置

電柱撤去予定のため、カーブミラーが一時的に取り外された状態になってい

る。過去に「電柱撤去状況を管理会社に確認し【時期未定の場合】は、再度

カーブミラーを2025年度(令和7年)に設置する」と回答している。交通量も多

く、住民や児童の生活道路として利用しているため心配(不安)だ。また、電

柱撤去時期も分からず、安全面の観点からも危険な状態が続いているため、

早期に「単独型カーブミラー』の設置を要望します。

昨年度予算

で対応
令和８年３月に、新設された電柱にカーブミラーを設置いたしました。 都市環境部 道路管理課

カーブミラーや防犯灯

の設置

5 11 袖ケ浦東
袖ケ浦5丁目町

会

袖ケ浦第2号児童遊

園の芝生張替え

昨年度の下水道工事で「臨時駐車場」として使用し、工事完了後に復旧しま

した。今までと同様に芝生を植えると聞いていましたが、植えられたのがク

ローバーで、伸びると足に絡まり歩きにくく、かつ足元が見えづらく、何が

潜んでいるか分かりません。また、水はけが悪く、子供の遊び場として危険

な状態になっています。子どもの遊び場として、安心・安全な環境整備をお

願いします。そのために、芝生への張り替えを要望します。

今年度以降

の予算で対

応・検討

現在下水道課では、区画整理事業が進められております『鷺沼特定土地区画整理事業』の区域外地区

の下水道施設（汚水）の整備【鷺沼汚水幹線事業】を予定してます。

当該事業は、令和10年度末に予定されている「まちびらき」に間にあわせるよう、整備延長 約1,000m

を3工区に分けての施工になりますが、その際に、『袖ケ浦第２児童遊園の活用』を考えております。

鷺沼汚水幹線事業完了後に、原型復旧として、芝生での復旧を行う予定としております。

工務部 下水道課
公園・街路樹の維持管

理、改良等

5 12 袖ケ浦東
袖ケ浦5丁目町

会

袖ケ浦第2号児童遊

園の周辺花壇の整備

北側と東側に、ロープ柵を2025年度に設置していただきました。周辺花壇の

整備は、2025年度から2か年程度の計画で補植するとの回答でした。2か年程

度の計画と回答されましたが、その時期が不明確となっています。公園の整

備を早期に進めていただきたい。そのために、整備時期を明確にして実施す

ることを要望します。

昨年度予算

で対応
計画を1年前倒しし、令和7年6月､10月に公園の北側および東側にツツジを植栽いたしました。 都市環境部 公園緑地課

公園・街路樹の維持管

理、改良等

5 13 袖ケ浦東
袖ケ浦5丁目町

会

袖ケ浦東小グラウン

ド流水防止の恒久対

策の実施

小学校裏門フェンス出入口および南東側フェンス内に土嚢を設置していただ

きました。近年の異常気象では、土嚢設置だけで防げるかは不明で、一時的

対策と思われます。これから台風シーズンを迎えますので、安心できる対策

が望まれます。そのために、土嚢ではなく、恒久対策を要望します。

昨年度予算

で対応

学校敷地からの土砂の流出対策として、令和8年3月に敷地南東側フェンス内に土留鋼板を設置しまし

た。
学校教育部 教育総務課

学校、幼稚園に関する

要望

5 14 袖ケ浦東
袖ケ浦5丁目町

会

バス路線の整備と拡

充

袖ケ浦5丁目は、京成バス路線(JR津田沼行)の始発地点となっています。しか

し、その一系統のみで利便性が限られています(陸の孤島状態)。運転免許返

納者や高齢者などの唯一の交通手段と言っても過言ではありません。鷺沼地

区の区画整理事業に合わせて、新たな路線検討が進められると聞いていま

す。通勤や通院、買い物など住民生活の足とし、バスによる交通手段の必要

性がますます高まっています。そのために、バス路線の整備と拡充を要望し

ます。

その他

現在、鷺沼土地区画整理組合が事業を進めている鷺沼特定土地区画整理事業により、新たな都市計画

道路が整備され、鷺沼地区を含めた周辺地域の交通の流れやバスの需要が今後変わってくるものと認

識しております。

このことから、事業区域内における路線バスの新たな運行ルートの可能性について、バス事業者と継

続的に協議を行っており、事業者からは前向きな提案をいただいているところであります。

また、土地区画整理組合では、事業の土地利用計画において、バス停留所の設置を検討していると伺っ

ております。

現時点におきましては、運行原資（運転手数、車両数）が限られている中で、具体的な運行経路等の提

示はされておりませんが、新たな移動手段としてのバス交通が確保できるよう、引き続き、バス事業者

と協議してまいります。

都市環境部 都市政策課 その他
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